
別表第４（第１０条、第１１条関係） 

（平１７教委規則４・追加、平１８教委規則３・平２１教委規則６・平２４教委規則１・平２６

教委規則５・一部改正） 

調整通学区域 指定小学校 選択できる小学校 

一宮町二丁目（２番１８号から４２号まで・

１００号から末号まで、３番から５番まで、

６番３２号から６７号まで・１００号から

末号まで） 

金子小学校 宮西小学校 

江口町（１番から３番まで、５番、６番、８

番から１７番まで）、北新町（１番、２番、

４番、５番） 

金子小学校 宮西小学校、惣開小学校 

城下町（１番から６番まで） 金子小学校 泉川小学校 

楠崎一丁目（１番、３番、４番３３号から４

６号まで・６０号から６２号まで・６５号・

６６号、５番から８番まで）、楠崎二丁目、

多喜浜一丁目（８番１号から１６号まで・５

６号から８９号まで）、多喜浜四丁目（８番

１号から１１号まで・２８号から５３号ま

で、９番、１０番）、多喜浜五丁目（１０番

１号から８号まで） 

神郷小学校 多喜浜小学校 

国領一丁目 泉川小学校 船木小学校 

横水町及び中村松木一丁目並びに本郷一丁

目、本郷二丁目及び中村松木二丁目のうち

一般国道１１号新居浜バイパス（工事予定

地を含む。）以北の区域 

中萩小学校 金栄小学校 

西河川以西及び市道青池長尾線以西の区域

（萩の台団地以東を除く。） 

中萩小学校 大生院小学校 

 


